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委員会審査報告書 

 

 認定第２号  令和５年度山都町水道事業会計利益の処分及び決算の認定に

ついて  

 

 本委員会に付託された令和５年度山都町水道事業会計利益の処分及び決算の認

定については、審査の結果、次の意見を付けて、利益の処分案については可決

すべき、また、決算については認定すべきものと決定したので、会議規則第７

７条の規定により報告します。  

 

 （意見） 

 令和５年度山都町水道事業決算においては、地方公営企業法第３２条第２項

の規定により、同事業の当該利益の処分及び決算について議会の議決が求めら

れている。  

 審査の結果、当年度未処分利益剰余金２２２ ,５２６ ,２４１円のうち、１５

０，０００，０００円を建設改良積立金に積み立て、７２，５２６，２４１円

を繰越利益剰余金とする処分案については妥当と認め、当該利益の処分案につ

いては可決すべきものと決定した。  

 また、決算については、監査委員の審査意見書を踏まえ検討した結果、執行

の状況、計数の精度、事業の適否等について、これを妥当と認め、認定すべき

ものと決定した。  

 山都町水道事業は、生活飲料水等の常に安定した良質な水道水の供給が求め

られており、令和５年度の給水戸数４ ,８１０戸（前年比６０戸減）、給水人

口８ ,４４９人（前年比２９８人減）に年間９９５ ,１２２㎥（前年比２８ ,７０

９㎥減）が給水されている。  

 このような中、近年頻発する自然災害による送水管施設の損傷、管・施設の

老朽化及び空き家（無管理状態）による漏水などにより有収率６５ .４２％（前

年比１ .２６ポイント減）となっている。  

 今後も給水人口の減少、水道管施設の老朽化が進む中、水道事業の維持管理

に更に努められるように切望する。  


